
 国の実施体制を強化するため、女性活躍・男女共同参画に関する施策を総合的に行う「ナショナルセン
ター」として機構を令和８年４月1日に設立する。

 また、同機構に「センターオブセンターズ」としての機能を付与し、地域における諸課題の解決に取り組む
各地のセンター等を強力に支援することで、女性が活躍でき、暮らしやすい地方づくりを後押しする。
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企業等に対し、女性が働きやすい環境の整備に向け、アドバイスや相談対応

女性の起業支援等の取組を通じた、地域における女性の活躍の促進

地域の課題や事業ニーズ等を的確に調査・把握

地域における関係者相互間の連携
と協働を促進するための拠点

センターを強力に
バックアップ

地域の多様な主体の連携・協働による地域経済の発展
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